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はじめに 
  

令和３年（2021 年）９月に、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施

行され、保育所等において医療的ケア児を受け入れる支援体制の拡充が求められることになり

ました。 

近年、医療技術の進歩に伴い、日常生活を送るうえで医療的ケアを必要としている子どもの

数は年々増加し、医療的ケア児の保育ニーズも高まっています。 

このような中で、医療的ケア児の受け入れにあたり、集団で過ごすうえで安全で安心できる

保育環境をどのように整えるかを明確にすることが求められています。 

そこで、こうした状況を踏まえ豊明市では、「医療的ケア児の保育所入所に関するガイドラ

イン」を策定し、医療的ケア児の保育所等への入園に関する事前相談の段階から入園後の医療

的ケアの実施体制等に関する基本的な考え方をまとめました。 

このガイドラインを活用し、保護者、市、保育所等の関係機関が共通認識のもと連携し、お

子様の保育所等への入所を円滑に行い、医療的ケア児の支援体制の充実、保育環境の整備に繋

げていきます。 
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Ⅰ 基本的事項 
１  受 入 要 件  

 保育所における医療的ケア児の受入れに当たっては、次の要件を満たすことを基本としま

す。 

ア お子さんとその保護者が豊明市民であり、保護者の就労等の理由により、保育所等で

保育を行うことが必要であると認められること。 

イ 保育所等における集団保育を実施することが適切であると認められること。 

ウ 保育所等における受入体制が整えられていること。  

 

２  医 療 的 ケ ア の 内 容   

次の項目を基本とし、各保育所で実施可能な医療的ケアを行います。その他のケアを希望す

る場合は御相談ください。 

ア 喀痰吸引 

イ 経管栄養 

ウ 導尿 

エ その他（市長が実施を認めた医療的ケア等） 

 

３  対 象 児 童  

３歳児以上を基本とし、主治医から集団保育が可能であると判断されている児童を対象とし

ます。その他の保育年齢の場合は御相談ください。  
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４  受 入 体 制  

保育中の医療的ケアは、医師の指示に基づき、必要な研修等を修了した担当看護師が行い、

児童全体の保健管理を行う看護師とは別に配置します。医療的ケア児の受入体制については次

のとおりとします。 

ア 受入時期は、４月１日入所を基本とします。 

イ 実施施設は、原則豊明市立青い鳥保育園とします。 

ウ 医療的ケア児の受入時間の範囲は、月曜日から金曜日（祝日を除く）の１日８時間以

内（担当看護師が対応可能な時間帯）を原則とします。 
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Ⅱ 入所及び医療的ケア開始までの手続 

１  事 前 相 談  

(1) 保護者は、こども保育課への事前相談及び保育所の施設見学等を行います。こども保育課

は、本ガイドラインに基づき、医療的ケア児の受入れに関する基本的事項、手続きの流れ

等について説明を行います。 

(2) 保護者は、「医療的ケアに関する主治医の意見書」（様式第１号）の作成を申込児童の主

治医に依頼します。また、保護者は「保育所における医療的ケアの実施に係る相談票」

（様式第２号）を作成します。 

(3) 保護者は、「医療的ケアに関する主治医の意見書」（様式第１号）、「保育所における医

療的ケアの実施に係る相談票」（様式第２号）及び「医療的ケア児面接記録票」（様式第

３号）をこども保育課に提出します。こども保育課は、児童の発育等について聞き取りを

行います。 

使用する様式  
▶ 医療的ケアに関する主治医の意見書（様式第１号）、保育所における医療的ケアの 
  実施に係る相談票（様式第２号）、医療的ケア児面接記録票（様式第３号） 

 

２ 豊明市障害者地域自立支援協議会子ども部会への意見聴取及び豊明市入所処遇会議の開催  

(1) 保護者からの相談を受け、必要に応じて豊明市障害者地域自立支援協議会子ども部会へ意

見聴取を行い、豊明市入所処遇会議にて申込児童に対して集団保育を実施することが適当

であるか、次の基準によって審査します。 

ア 申込児童の主治医が、集団保育が可能であると認めていること。 

イ 疾患はあるが、入院して治療する必要がなく容態も安定していること。 

ウ 医療的ケアが日常生活の一部として定着していること。 
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エ 日常的に他児から隔離した場で保育が必要でないこと。 

オ 看護師による、つきっきりの看護が必要でないこと。 

カ 状態の変化により、集団生活に著しく影響があると判断されることがないこと。 

(2) こども保育課は、申込児童の集団保育の可否について、「集団保育の適否結果通知書」

（様式第４号）によって通知します。  

使用する様式 
▶ 集団保育の適否結果通知書（様式第４号） 

  

３  入 所 申 込  〜  利 用 調 整  

(1) 保護者は、入所申込書類（「保育所等利用申込書（兼保育児童台帳）」、「教育・保育給

付認定申請書」、認定事由を確認できる書類（就労証明書等））に、「集団保育の適否結

果通知書」（様式第４号）の写し及び「医療的ケア児の保育に関する同意書」（様式第５

号）を添付してこども保育課に提出します。 

(2) こども保育課は、提出された入所申込書類に基づき利用調整を行い、保護者に対して結果 

を通知します。 

使用する様式 
▶ 集団保育の適否結果通知書（様式第４号）、 
   医療的ケア児の保育に関する同意書（様式第５号） 

 

４  内 定  〜  医 療 的 ケ ア の 依 頼  

(1) 保護者は、利用調整により保育所への入所が内定した場合、入所前の面接や健康診断等、

必要な手続を行います。 

(2) 保護者は、「医療的ケア依頼書」（様式第６号）及び主治医の作成した「医療的ケア指示

書」（様式第７号）をこども保育課に提出します（本ガイドラインに定められた指示書以

外でも使用可能な場合がありますので、他事業の利用等のためにすでに指示書を取得して
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いる方は御相談ください）。こども保育課は、「医療的ケア指示書」（様式第７号）の写

しを保育所と共有します。 

使用する様式 
▶ 医療的ケア依頼書（様式第６号）、医療的ケア指示書（様式第７号） 

 

５  実 技 研 修  〜  医 療 的 ケ ア の 開 始  

(1) 担当看護師は、「医療的ケア指示書」（様式第７号）に基づき、入所児童に対する医療的

ケアを確実に実施できるよう実技研修を行います（保護者は実技研修に立ち会います）。

また、担当看護師は当該医療的ケアの個別マニュアル（緊急時の対応方法を含む）を保護

者の確認のもと作成します。 

(2) 担当看護師は、主治医等による修了確認及び個別マニュアルの確認を受けます（主治医に

確認を受ける場合は、主治医医療機関への同行受診等を行います）。 

(3) こども保育課は、担当看護師の研修修了及び個別マニュアルの作成を確認し、「医療的ケ

ア実施決定通知書」（様式第８号）により保護者に医療的ケアの実施決定を通知します。 

(4) 保育所は、こども保育課による「医療的ケア実施決定通知書」（様式第８号）の発行をも

って、担当看護師による医療的ケアを開始します。  

使用する様式 
▶ 医療的ケア実施決定通知書（様式第８号） 
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Ⅲ 入所後の継続等 
１  医 療 的 ケ ア 児 の 継 続 審 査  

(1) こども保育課は、年度単位で医療的ケア児の継続審査を実施します。継続審査に当たって

は、保護者に「医療的ケア依頼書」（様式第６号）及び「医療的ケア指示書」（様式第７

号）の提出を求め、必要に応じて豊明市障害者地域自立支援協議会子ども部会への意見聴

取及び豊明市入所処遇会議を開催します（保護者は、保育所継続に必要な手続を別途行い

ます）。また、担当看護師は「医療的ケア実施報告書」（様式第９号）を作成し、保育所

での医療的ケアの実施状況について、主治医へ必要に応じて報告します。 

(2) 継続審査の結果、集団保育の実施が適当であると認められた場合、こども保育課は「医療

的ケア実施決定通知書」（様式第８号）により保護者に医療的ケアの実施決定を通知しま

す。 集団保育の実施が不適当であると認められた場合は、原則として退所となります。 

(3) 保育所は、こども保育課による「医療的ケア実施決定通知書」（様式第８号）の発行をも

って、担当看護師による医療的ケアを実施します。 

使用する様式 
▶ 医療的ケア依頼書（様式第６号）、医療的ケア指示書（様式第７号）、 

医療的ケア実施決定通知書（様式第８号）、医療的ケア実施報告書（様式第９号） 

 

２  医 療 的 ケ ア の 内 容 変 更  

(1) 入所後、年度単位の継続審査前において、医療的ケアの内容に変更がある場合、保護者は

「医療的ケア依頼書」（様式第６号）、「医療的ケア指示書」（様式第７号）をこども保

育課に提出します。 

(2) こども保育課は、保育所における集団保育の継続実施について、必要に応じて豊明市障害

者地域自立支援協議会子ども部会への意見聴取及び豊明市入所処遇会議を開催します。内
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容変更後の医療的ケアの実施及び集団保育の継続が適当であると判断された場合、担当看

護師は実技研修を行い、個別マニュアルを保護者の確認のもと作成します。こども保育課

は、担当看護師の研修修了及び個別マニュアルの作成を確認し、保護者に対して「医療的

ケア実施決定通知書」（様式第８号）により医療的ケアの実施について通知します（内容

変更後の医療的ケアの実施又は集団保育の継続が適当でないと判断された場合は、原則と

して退所となります）。 

(3) 保育所は、こども保育課による「医療的ケア実施決定通知書」（様式第８号）の発行をも

って、担当看護師による医療的ケアを開始します。 

(4) 医療的ケアが終了する場合、保護者は「医療的ケア終了届」（様式第 10 号）をこども保

育課に提出します。提出書類、児童の健康状態等を確認し、医療的ケアの終了が適切であ

ると認められた場合、通常の保育利用に変更となります。 

使用する様式 
▶ 医療的ケア依頼書（様式第６号）、医療的ケア指示書（様式第７号）、 

医療的ケア実施決定通知書（様式第８号）、医療的ケア終了届（様式第 10 号） 

 

３  長 期 欠 席 の 取 扱 い  

入院等の長期欠席の後に登園可能となった場合、こども保育課は、集団保育の再実施につい

て、必要に応じて主治医又は豊明市障害者地域自立支援協議会子ども部会への意見聴取及び豊

明市入所処遇会議を開催します。  
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Ⅳ 医療的ケアの実施体制等 
１  医 療 的 ケ ア の 安 全 実 施 体 制  

(1) 医療的ケア実施に関する情報の共有 

 保育所は、「医療的ケアに関する主治医の意見書」（様式第１号）、「医療的ケア指示 

書」（様式第７号）の内容を確認し、主治医等の指導及び助言を受け、医療的ケアを実施

します。医療的ケアに関する情報は、保育所長、保育士、看護師等職員間で共有します。 

また、保育所における医療的ケアの実施に当たって、市は医療的ケアの安全実施をマネ

ジメントする体制を構築します。  

(2) 関係者の役割 

 児童が保育所内で安全に医療的ケアを受けながら、集団保育の中で快適に過ごせるよう

に、保育所長、保育士、看護師等の職員、嘱託医等が連携・協働します。  

ア 保育所長は、医療的ケア児の保育及び医療的ケアの安全実施のマネジメント、職員育

成等を行います。 

イ 保育士は、担当看護師、保育所看護師及び保護者と連携して日々の児童の健康状態を

把握し、集団保育を行い、保育所での生活の状況を保護者に報告します。 

ウ 担当看護師は、保育士、保育所看護師及び保護者と連携して児童の健康状態を把握し

ます。また、主治医の指示書に基づき、保護者の理解及び同意のもと、保育士と相互

に協力し、安全に医療的ケアを実施します。医療的ケアの実施状況と健康状態につい

て、保護者に報告します。 

エ 保育所看護師（医療的ケアを担当しない看護師）は、入所児童の全般的な保健管理を

行います。また、必要に応じて担当看護師と連携し、医療的ケアの実施等について支

援を行います。 
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オ 嘱託医は、児童の健康診断を行います。また、必要に応じて主治医や専門機関等と連

携し、職員への助言等を行います。 

(3) 衛生管理 

 保育所は、医療的ケアの実施場所について、感染防止のため環境の整備を行います。 

また、児童が使用する医療的ケアの物品・備品等については登園時に受け取り、保護者と

申し合わせを行った上で衛生的に保管・管理します。 

(4) 文書管理 

 医療的ケア児の保育及び医療的ケアの実施に関する文書は、実施施設又はこども保育課

において必要期間保管します。 

 

２  緊 急 時 の 対 応  

(1) 保育所は、医療的ケア児の健康管理・事故防止のため、主治医、嘱託医等の協力のもとに

保育を実施します。また、緊急時に備えて、尾三消防本部との情報共有等を行います。 

(2) 緊急時には、主治医や医療機関との連携を行い、「医療的ケア指示書」（様式第７号）に

基づき作成した個別マニュアルに沿って対応します。 

(3) 保育所は、緊急時の対応について事前に十分な説明を行い、保護者から同意を得ます。 

(4) 体調の急変等の緊急時に際しては、発見者等からの連絡を受けた保育所長の指示のもと、

児童の状況を主治医医療機関及び保護者に連絡し、必要に応じて救急車にて搬送します。

緊急対応については、保育所と主治医医療機関及び保護者との情報共有後、保護者が主治

医に報告します。 

(5) 保護者は、児童の体調が悪化した等の理由により、保育所が保育の継続が困難と判断した

場合、保育所等からの連絡により利用時間の途中であっても児童の引き取りをします。病

院搬送時には、病院に直行します。  
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３  職 員 研 修  

こども保育課及び保育所は、医療的ケア児の受け入れにあたって、児童の発達過程や疾病の

状況等を踏まえ、集団における子どもの育ちに合わせた支援を提供するために、医療的ケア児

に関わる可能性がある職員が必要な知識や技術を身につけられるよう、研修等の機会確保に努

めます。 
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Ⅴ 保護者の了承事項 
１  保 育 利 用  

(1) 保育の利用日及び利用時間は、月曜日から金曜日（祝日を除く）の１日８時間以内（担当

看護師が対応可能な時間帯）を原則とします。 

(2) 保護者は、入所申込前に「医療的ケアに関する主治医の意見書」（様式第１号）、「保育

所における医療的ケアの実施に係る相談票」（様式第２号）及び「医療的ケア面接記録

票」（様式第３号）をこども保育課に提出し、集団保育の実施について審査を受けます。 

(3) 保護者は、毎年度「医療的ケア依頼書」（様式第６号）及び「医療的ケア指示書」（様式

第７号）をこども保育課に提出し、集団保育及び保育所における医療的ケアの実施につい

ての継続審査を受けます。 

 

２  医 療 的 ケ ア  

(1) 市が発行する「医療的ケア実施決定通知書」（様式第８号）に記載された決定内容に従っ

て、担当看護師による医療的ケアを実施します。医療的ケアの開始に係る手続が完了する

までの間に保育利用を希望する場合は、保護者が付き添って登園し、医療的ケアを実施す

る必要があります。 

(2) 保育所において医療的ケアを実施する上で主治医の指導又は助言が必要となる場合、担当

看護師等が保護者の受診に同行し、主治医との相談を行うことがあります。 

(3) 保育所では、関係法令及び主治医の指示書等に基づいて、医療的ケア及び緊急時の対応を

行います。 
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(4) 保護者は、児童の医療的ケアの内容に変更があった場合、その内容を速やかに保育所長に

報告するとともに、「医療的ケア依頼書」（様式第６号）、「医療的ケア指示書」（様式

第７号）をこども保育課に提出し、集団保育の実施についての継続審査を受けます。 

(5) 保育所において医療的ケアを実施するに当たって、必要文書の発行に要する費用等、医療

的ケアの実施手続に要する経費については保護者負担となります。 

(6) 保護者は、医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、医薬品及び消耗品等を不足な

く準備、点検及び整備し、登園時、保育所に受け渡します。また、使用後の物品は原則家

庭に持ち帰ります。 

 

３  な ら し 保 育  

一定の期間、保護者付き添いのもとならし保育（※１）を実施します。期間及び保育時間に

ついては、保育所長と相談の上定めます。児童の様子や状態によっては、この間の保育時間が

短縮されたり、期間が延長・短縮されたりする場合があります。 

（※１）児童が新しい環境に徐々に慣れていくことを目的とするとともに、安全に預かるた 

めの保育や医療的ケア等を実施するための必要事項を調整します。 

４  体 調 管 理 及 び 保 育 の 利 用 中 止 等  

(1) やむを得ない事情により担当看護師が勤務できない場合には、あらかじめ保護者等に保育

中の医療的ケアが実施できない旨を説明し、保護者等に付き添いをお願いすることがあり

ます。また、保育中の医療的ケア実施の体制が取れない場合は、保育の利用ができないこ

とがあります。 

(2) 登園前には健康観察を行ってください。顔色、動作、食欲、体温等がいつもと違い、体調

が悪いときには、保育の利用を控えてください。 
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(3) 発熱、下痢、嘔吐、けいれん重積等の体調不良の場合や、熱がなくても感染症の疑いがあ

る場合は、保護者等に連絡するため、必ず連絡が取れるようにしてください。また、体調

不良により保育の継続が困難と判断した場合には、利用時間の途中であっても保育の利用

を中止し、保護者等による児童の引き取りをお願いします。 

(4) 集団保育の場では、感染症にかかるリスクが高くなることも予想されます。保育所内で感

染症が一定数以上発生した場合、保育所からの情報により、保護者等が保育を利用するか

どうか判断してください。また、保育所長の判断で保育の利用を控えていただく場合があ

ります。 

(5) 保育所が必要と認める時には、主治医等を受診してください。なお、その費用は保護者等

の負担となります。 

(6) 児童の病態の変化等により、市が規定する医療的ケアの内容以外の医療的ケアが必要とな

った場合で、内容変更後の医療的ケアの実施又は集団保育の継続が適当でないと判断され

た場合は、原則として退所となります。また、保育所の人員、施設又は設備の状況によ

り、当該保育所での児童の受入れができなくなる場合があります。 

 

５  緊 急 時 及 び 災 害 時 の 対 応 等  

(1) 児童の症状に急変が生じ、保育所長が緊急事態と判断した場合や、その他必要な場合に

は、主治医医療機関等に連絡を行い必要な措置を講じます。同時に、児童の保護者等に連

絡を行います。また、保護者等へ連絡する前に児童を医療機関等に搬送し、受診又は治療

が行われることがあります。なお、それに伴い生じた費用は保護者等の負担となります。 

(2) 挿入物の事故抜去等の緊急時については、「医療的ケア指示書」（様式第７号）に基づき

個別マニュアルに記載し、保護者の同意の上、それに沿って対応します。 
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(3) 災害時対策として、万が一保護者等が迎えに来られないことがある可能性を想定し、１日

分の薬と食事（栄養剤）を持参してください。また、医療的ケアの使用物品もストックし

ておいてください。 

 

６  情 報 の 共 有 等  

(1) 医療的ケア児に対して安心安全な保育を提供するために、保護者から提出された申請内容

等については豊明市障害者地域自立支援協議会子ども部会及び豊明市入所処遇会議、保育

所長、 保育士、看護師等関係機関で情報を共有します。また、必要に応じて、保護者同

意の上、児童が利用する専門機関等（障害児通所支援事業者、障害児相談支援事業者、訪

問看護ステーション等）と情報交換等を行い、豊明市障害者地域自立支援協議会子ども部

会及び豊明市入所処遇会議等関係機関と情報を共有します。 

(2) 緊急時の対応のために、市に提出された「医療的ケアに関する主治医の意見書」（様式第

１号）、「医療的ケア指示書」（様式第７号）等の内容を主治医医療機関以外の医療機関

及び尾三消防本部に情報提供する場合があります。 

(3) 医療的ケアが必要な児童の状況に関して、集団保育を実施する上で必要な事項について

は、ほかの児童の保護者との間で共有する場合があります。 

 

７  そ の 他  

上記１〜６のほか、必要に応じ保育所との間で取り決めた事項を順守してください。 

 



 

 

様式集  
様式第１号 医療的ケアに関する主治医の意見書〔主治医〕 
▶ 事前相談時に、児童の状態や集団保育の適否等を確認するために使用します。 

 
様式第２号 保育所における医療的ケアの実施に係る相談票〔保護者〕 
▶ 事前相談時に使用します。  

 
様式第３号 医療的ケア児面接記録票〔保護者〕 
▶ 事前相談時に、児童のアセスメント等を行うために使用します。  

 
様式第４号 集団保育の適否結果通知書〔市〕 
▶ 豊明市障害者地域自立支援協議会子ども部会への意見聴取及び豊明市入所処遇会議の結

果を通知するために使用します。 
 
様式第５号 医療的ケア児の保育に関する同意書〔保護者〕 
▶ 「保護者の了承事項」の確認のために使用します。  

 
様式第６号 医療的ケア依頼書〔保護者〕 
▶ 医療的ケアの開始、継続、変更時に使用します。 

 
様式第７号 医療的ケア指示書〔主治医〕 
▶ 主治医から担当看護師への医療的ケアの指示のために使用します。 

 
様式第８号 医療的ケア実施決定通知書〔市〕 
▶ 保護者に対して、医療的ケアの実施決定について通知するために使用します。  

 
様式第９号 医療的ケア実施報告書〔担当看護師〕 
▶ 保育所における医療的ケアの実施状況について、主治医へ必要に応じて報告するために

使用します。 
  
様式第 10 号 医療的ケア終了届〔保護者〕 
▶ 保育所における医療的ケアの実施を終了する際に使用します。 

 



 

 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

 


